
窓口のお知らせ

・ 年 末 年 始 の 業 務 ‥ ‥

● ･一 般事 務（ 各 支 所 を 含 む）

○ 年 末 は12月27 日 の 午 前中 まで で す。

○ 新I Fの公務始めは、1月5日です。

・ ご み 収 集 業 務 … ・

○ 年末は大掃除で多量のごみがでます。
このため収集、焼却業務が追われますの

で「大掃除は早日に」するようにご協力

ください。

【 年 末 の 収 集 】

○ 大 型 ゴ ミ、 不 燃 物 に つい て は、 当 初配 布
した 日 程 表 の とお りで す 。燃 え る ゴ ミと

一 緒 に だ さ ない よ うに し て くだ さい 。

○ 燃 え る ゴ ミの 年末 の 収 集 は 、日 程 表の と

お り収 集 し ま す。

な お 、（ 月 、木 ） の 収 集区 域 になっ て

いる深川地区は12月31日も収集します。

【 年 始 の 収 集 】

○ 1 月1 日 か ら4 日 まで は休 み ま す。

○ 1 月5 日 か ら 平 常 どお り収 集 し ま す 。

●・ 焼 却 場 へ の 持 ち 込 み は ‥ ‥

12月29 日 か ら31 日 まで は、 い ず れ も午前

中受 付 け ます が 、 午 後 は受 付 け ま せ ん の

で 注 意し て く だ さい 。

○ 1 月41 ］（ 日 ） ま で 休 み 、5 日 （月 ） か

ら受 付け ま す 。

【 悶合 せ 先 】

・ ご み焼 却 暘　　　　　 ② ― 0 4 2 8

・ 長 門 清 掃 管 理 セ ン ター ② ―  3 9 2 3

● し 尿 汲 取 り 業 務 ‥ ‥

年末 の汲 収り は 、12月25 日 ま で 申 込 ま れ

た家 庭に 限 り 、 年 内に 汲 取 りま す。 そ れ

以 後 の申 込 み の方 は汲 取 りで きませ んの

で 早目 に お 申 込 み くだ さい 。
○ 1月7日（水）から汲取り業務を開始し

ま す。

申込 み先 は … …

長門環境管理センター⑥― 2 7 5 2

・ 火 葬 業 務 は … ・

12月29 日 か ら1 月2 日 ま で は 平常 どお り

午後2時と午後4時30分を原則として業
務 を 行い ま す。

○ 1月3日は休みます。4日から平常どお
り業 務を 行い ま す。

12月4 日から

人 権 週 間
12月4日から10日まで「人権週間」です

もう一度「人権」について考えてみましよ

う。みなさんの毎日の生活の中で、これは

人権問題ではなかろうか、と感じたり、い

ろ い ろ な 心 配 こそ が あ る 町 は 、 お 気 軽 に ご

相 談 く だ さ い 。

相談は無料で秘密は守られます。

なお、市の人権擁護委員会は次の方々です。

○ 西 深 川 阪 持3 区

山木義郎　　　2－0 7 9 1

○ 仙崎洲崎町区

杉 山　 茂　　　6 －0510

○ 西深河板持2区

河村忠嘉　　　2　2 6 9 2

長 門 警 察 署 か ら

ゆく年　 くる年
み ん な で 防 犯

年 末 は ボ ー ナス 、大 売 出 し 商 取引 きな ど

1 年 の うち で 、 最 も多 額 のお 金が 動 く 忙 し
い 時 期 で す。

ま た 、 忘 年 会 や クリ ス マ スな どで お 洲 を
飲 む 機 会 も増 え て き ま す 。 驚 察 で は こ うし

た 時期 に 多 発 す る お そ わ があ る7川牛、 事 故

を防ぐため、12月10日から翌年1月10日ま

で の問 、 特 別 警 戒 収 締 り を 行い ま す 。

みなさんは次のことを注意し、明るい新
年 を 迎 え て く だ さい 。

① 交 通 死 亡事 故防 止に つ い て は･ … ･

飲酒運転や過労運転は絶対に

や めて くだ さい 。

安 全 速 度を 守 っ て くだ さい 。

無 理 な 迫 越 を やめて く だ さい 。

子 ど もや お 年 寄 りの そ ば を 通 る と き

は十分間隔をとり、徐行してくださ
い 。

②現金のり扱いにご用心を… …

多額の現金の持ち運びは、混雑する

乗物をさけ自動車を利用し男子2人

以 上で 行 っ てく だ さい 。

カバンやハンドバックは「ひったく

り」の被害にあうおそれがあります

ので、現金はしつかり身につけて持

ちま し よ う。

犯 人 は あ と を つけ て 、 スキを うか が

っ た り 話 し か け て 油 断 を させ たり 、
故意に交通事故を起こしたりするこ

とがあります。十分注意してくださ

い 。

③暴力は見逃さない

暴 力 の 被 害 を受 け た と き、 暴 力 団 に

お ど さ れ た と き、 い や が らせ を され

たとき、暴力団から忘年会や宿泊な

ど の 申 込 み を う け た と き は、 す ぐ に
110 番 で 警察 に知 らせ て くだ さ い

たばこは市内で
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